
 

名古屋議定書とABS指針対応 全体フロー 

    
  
 
 
 
 

     

  
    提供者 
 
    
   

◆遺伝資源 
◆伝統的知識     

 
提供国政府 

 

① 国際共同研究契約等の締結 
  （MAT:双方合意できる条件を含める） 

※ABS指針：遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ  
 衡平な配分に関する指針（Access and Benefit-Sharing） 
※PIC：Prior  Informed Consent （提供国政府からの事前同意） 
※MAT：Mutually Agreed Terms（双方合意できる契約条件） 

②‘ 利用者の事前同意
（PIC）取得に協力 

③遺伝資源等の利用国への持ち出し 
（利用者自身が持ち出す・外国人研究員や留学生等 
 による持込み） 

⑥ IRCC掲載日から 
6か月以内に環境省   
に報告  

⑤ 国際遵守証明書
（IRCC）を 

 web上に掲載    

 

ABSクリアリングハウス 
（生物多様性条約事務局が運営） 

 

④ PIC・MATの 
 手続完了報告 

※日本が提供国となる場合、相手国によるPICの取得は不要。   

利益配分 

提供機関 
利用者（研究者） 
 

利用者所属機関 

②提供国政府から 
事前同意（PIC）取得 

⑦利用者の環
境省報告から
5年後にモニ
タリング調査 

 

利用国政府 
（環境省） 
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